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庁舎内での飲料、物品の販売（巡回）禁止や市民参加型の予算編

成に向けた取組を求めることについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要   旨  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ヤクルト等の庁舎内での巡回販売は、職員個人の要請により行

われていると市長への手紙で回答がありました。巡回販売は、勤

務時間内でも問題ないと市は言います。以前、市議会の本会議で

も、新聞等の関連について数回質疑がありました。新潟県では、

規則で勤務時間中の物品販売、巡回宣伝の行為は禁止事項です。

新潟県に私自身も巡回販売を何回もお願いしましたが、受理され

ませんでした。飲料の自動販売機の設置や販売店での品物の陳列

では駄目なのでしょうか。庁舎等管理規則や許可願、巡回販売申

請目的等の手続がなぜ不要なのか。口頭による申出をもって許可

願の提出に代えることができるという規則がある。あまりにもお

粗末です。販売するのは食品です。物品販売のルールが何もな

い。庁舎の食品販売の入退出のルールもない。マスコミ関係者は

名簿、住所、電話番号等を提出している。適格性の見直し判断が

必要です。また、職員の私物や自治体の物品出入り届出書がな

い。公私混同です。 

次に、一人ひとりが主役になれる予算編成過程において、公開

で市民参加型も必要です。バリアフリー、防災、デジタル、脱炭

素、女性活躍、結婚、除雪など地域の声を聞いてほしい。公開し

て住民の意見を聞いて、予算編成のテーマごとに制度化を推進し

てほしい。ホームページや市報にいがたに掲載を求め、以下のと

おり陳情いたします。 
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記  

 
１ 庁舎内での巡回による飲料販売等は禁止すること。  
 
２ 予算編成時に住民の意見を聞く場を設けること。  
 
 


